
１.道路土工構造物個別管理計画の必要性

道路土工構造物の維持管理は、定期的に

施設の状態を把握し、統一的な判断基準に

より、対策が必要な箇所を明らかにすると

ともに、優先度評価に基づき施設の安全性

を確保しつつ適正な事業量配分を行うも

のとし、施設の特性や設置箇所等の条件を

踏まえ、計画的に実施することが重要にな

ります。

２.道路土工構造物の分類

道路土工構造物は、技術基準により右図

に示す体系のように分類されます。

３.対象施設と現況（現状）

本計画の対象施設は、町が管理する道路

のうち、主要幹線道路の道路土工構造物

261箇所とします。なお、対象施設につい

ては、平成2７年度と令和3年度に点検を

実施しています。

対象施設のうち、健全

な状態の構造物が約半数

を占めています。

また、判定区分Ⅲの構

造物は、8箇所（3％）あ

りますが、緊急的な措置

が必要な判定区分Ⅳの構

造物はありませんでした。

図 1 道路土工構造物の健全度（判定区分構成比・健全度の判定区分）

図 2 道路土工構造物の施設種別構成比

４.維持管理の基本的な考え方

道路土工構造物は施設数が多く、事故発生時には第三者被害が懸念される構造物です。また、その中

でも重要度が高いものとして特定道路土工構造物(※)があります。道路土工構造物の管理は、事故発生時

の社会的影響度を考慮するとともに財政上の制約を踏まえ“管理区分”を設定し、管理区分ごとの目標

を達成できる維持管理を行うものとします。

(1)管理目標と維持管理手法の設定

道路土工構造物の維持管理は、管理区分に応じて“どのように管理するか”という“目標”を踏まえ

て実施するものとし、設置状況や劣化環境の特性に応じた目標を設定することにより、メリハリのある

管理を実現します。

(2)管理区分の設定

道路土工構造物は、構造物の重要度や高さ等により管理区分を２つに区分し「緊急度」を設定してい

ます。また、維持管理は「予防保全型管理」を行い、判定区分Ⅲの段階で対策を実施します。

図 3 維持管理方法の考え方

表 1 道路土工構造物の管理区分と判定区分

管理区分 緊急度 判定区分の考え方 判定の内容

Ⅳ 緊急措置 緊急的な措置が必要。

Ⅲ 早期措置
変状が確認され次回点検までに進行が想定され、措
置を実施（第三者被害の可能性あり）。

Ⅱ 経過観察
変状の進行度合いの観察が一定期間必要で、対策を
検討（将来的に第三者被害の可能性あり）。

Ⅰ 健全 変状なし（変状があっても対策の必要無し）。

Ⅳ 緊急措置
緊急的な措置が必要。（ただし管理区分Ａの構造物の
後に実施）

Ⅲ 早期措置
変状が確認され次回点検までに進行が想定され、措
置を実施（第三者被害の可能性無し）・（管理区分Ａの
構造物の後に実施）。

Ⅱ 経過観察
変状の進行度合いの観察が一定期間必要（将来的に
第三者被害の可能性無し）。

Ⅰ 健全 変状なし（変状があっても対策の必要無し）。

【予防保全型管理】
特定道路土工構造物・重要度１の構造
物、および、道路擁壁・のり面等高4.0m
以上の構造物（道路擁壁・のり面等高
2.0m以上の構造物で天端にガードレー
ルまたは防護柵がある場合を含む）

Ａ

【予防保全型管理】
道路擁壁・のり面等高4.0m未満の構造
物
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■予防保全型管理

発生した損傷を観察しながら、限界水準を下回る前の段階（予防）で補

修を実施し、施設の機能を維持。

■事後保全型管理

発生した損傷を観察しながら、施設の限界水準を下回った後の段階で更

新を実施し、道路利用に対する支障を回避。
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（道路土工構造物技術基準・同解説 Ｐ15より抜粋）
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（※）特定道路土工構造物：「重要度１」（緊急輸送
道路に該当など）で、長大切土（15m以上の切土）、
または高盛土（10m以上の盛土）の構造物



(3)点検方法・点検頻度

【特定道路土工構造物】

道路土工構造物点検要領（以下、点検要領）に準じて、５年に１回の頻度で近接目視による「特定

土工点検」を行います。また、豪雨発生時や震度5弱以上の地震発生時には、緊急（臨時）点検を実

施し、異常の有無を確認します。

【特定道路土工構造物以外の構造物】

点検要領に準じて、定期的に巡視等による「通常点検」を行います。また、経過観察に位置付けら

れる判定区分Ⅱ以上の構造物は、定期的な巡視等のほか、豪雨発生時や震度5弱以上の地震発生時に

緊急（臨時）点検を実施し、異常が確認された場合、特定土工点検に準じた点検を行います。

5.対策の優先順位の考え方

道路土工構造物は、施設自体の崩落や崩壊が生じた場合、大きな第三者被害が懸念される施設です。

対策の優先度は、第三者被害の発生リスクや社会的影響度を考慮し、健全度（損傷度）だけでなく、施

設の重要度（管理区分）や道路の重要度（路線特性）により総合的に評価します。

表 2 管理区分・判定区分による優先度の考え方

図 4 道路の重要度（路線特性）による優先度評価方法

6.対策内容と実施時期

(1)補修・更新費用の見通し

道路土工構造物の耐用年数を60年（※）とし、経過年数による健全度の推移を図5のように設定した

場合について、今後60年間で必要となる補修・更新費用を試算しました。

基本方針に基づき維持管理を実施する場合の補修・更新費用を算出した結果、対象施設の補修・更新

費用は、60年間で約7.7 億円（1年当たり約1,270万円）が必要となる見込みです。

（※）コンクリート中性化の進行により鉄筋の最小被り部分に中性化抵抗性がなくなる年数を参考に設定

(2)計画期間

本計画の計画期間は、2022（令和4）年度から2031（令和13）年度までの10年間とします。

(３)対策内容と実施時期

道路土工構造物の対策は、点検

結果と優先度評価結果に基づき実

施します。まずは、判定区分Ⅲ

（早期措置段階）の構造物につい

て、概ね５年間で対策（更新）を

行います。

判定区分Ⅲの対策完了後、判定

区分Ⅱ（経過観察段階）の構造物

の対策（補修）を順次実施するも

のとします。

図 5 経過年数による健全度の推移イメージ（予防保全型管理）

(4)対策費用

計画期間における道路土工構造物の補修・更新費用は、10年間で約1.3億円（1年当たり約1,300

万円）となり、最大で１年当たり約2,000万円の費用が見込まれます。

【補修・更新費用（単位：万円）】

図 6 計画期間における道路土工構造物の補修・更新費用の推移
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